（FORM  Ａ）


平成23年度 JICS NGO支援事業

 eq \o\ad(申請要領,　　　　　　　　)
財団法人日本国際協力システム（以下「JICS」という）は、社会貢献活動の一環として、主に開発途上国で援助活動を行う日本の中・小規模NGOの活動を支援するために、1件あたり100万円を限度に、活動に必要な経費の支援を行います。 

申請にあたりましては、以下の内容を十分ご理解いただきますようお願いいたします。

１．本事業の背景および目的

JICSは「ODA事業の適正かつ効率的な実施に協力すること」を目的として、平成元年に設立された財団法人です。
JICSでは、設立10周年を記念し、財団の目的である「一層質の高い国際協力の推進」を実現するための事業の一環として、官民一体で実施される国際協力の発展に貢献することを目的に、開発途上国で援助活動を行う中・小規模NGO※1の活動への直接的な支援を平成11年度より開始しました。

その後、直接的な支援のみならずNGOのキャパシティービルディングへの貢献という視点を加味し、平成15年度より様々なNGOをとりまとめて情報提供・人材育成等を実施している「ネットワーク型NGO※2」に対する支援を開始しました。また、平成16年度より「団体基盤強化費」を、平成17年度からは「ネットワーク型NGOが行うNGOの人材育成にかかる研修事業」を新たな支援対象として加え、さらに、平成22年度からは国内に活動拠点を置き、開発途上国問題、難民問題、平和構築問題を扱うNGO、NPO団体を加えるなど、NGO活動の多様化にあわせ、広範なニーズに対応できるよう内容の見直しを行いながら支援活動を実施しています。
※1「NGO」とは、「市民主導によって活動する非政府・民間非営利の組織」を指しており、NPO法人であるかどうかは問いません。基本的には定款等で団体の目的を確認し、判断します。ただし、定款等がない団体に関しては、設立趣旨の説明を求める場合があります。
※2 JICSのNGO支援でいうネットワーク型NGOとは、「国際協力の分野で活動を行う複数のNGOを対象として、それらNGOの活動の促進、発展を主たる、もしくは一部の目的として設立された団体」を指します。
２．対象団体の要件
（１）定款や規程に基づいた組織運営がなされていること
（２）適切な会計処理がなされていること。
（３）主たる事業として開発途上国における開発協力援助活動を行っていること。
（４）営利活動・宗教活動・政治活動を主たる事業としていないこと。
（５）団体発足後３年以上の活動実績を有し、日本に主たる事務所を置くNGOである
こと。（法人格の有無は不問）
（６）過去３年間の年間事業規模（繰越金含む総収入、管理費含む総事業費とも）が1億円未満であること。（ただし本事業の目的に鑑み、年間事業規模が3,000万円未満の団体を優先して支援）
３．対象事業の分野
（１）医療・保健衛生／農業・林業・畜産業・水産業による地域開発／貧困対策／教育・啓発／女性の自立／環境／難民支援に関する活動　
（２）ネットワーク型NGOの活動

（３）組織運営（経営・経理・人材育成・広報等）の安定化、強化に必要な活動

（４）日本国内における開発途上国問題、難民問題、平和構築問題に対するアドボカシー活動

４．支援内容
	
	支　援　項　目
	支　援　内　容

	プロジェクト関連
	①資機材購入/輸送費
	・プロジェクト実施に直接必要な資機材にかかる費用

「資機材の購入費（機器損料、スペアパーツ、機材の稼動に必要な消耗品を含む）」「資機材輸送費」

	
	②プロジェクト運営費
	・プロジェクト運営のため、現地または日本国内で間接的に必要となる費用

「人件費」「事務所賃料」「資機材購入費」「通信費」「国内旅費・交通費」「検査費」等

・日本国内でNGOの人材育成研修事業にかかる費用

「スタッフ人件費」「宿泊費※」「交通費※」「教材費」等

※スタッフ、参加者対象

	組織運営関連
	③団体運営費
	・プロジェクト実施期間中、本部の組織運営を安定化するために必要な費用

「人件費」「通信費」「国内旅費・交通費」「機材購入費(機材損料を含む)」「検査費」等

	
	④団体基盤強化費
	・団体の組織運営にあたり、本部の基盤を強化するために必要な費用

「人件費」「通信費」「国内旅費・交通費」「会議費」「機材購入費（機器損料を含む）」等
※組織基盤の強化を目的とした申請であれば、実施プロジェクトとの関連性は特に必要ありません


　
《注意》次の費用については支援対象外です。
■ 寄贈を主たる目的とする校舎等の建設費および物品の購入費等

■ 事前調査・事後評価のための費用

■ 用地取得費

■ 旅券・査証取得料、空港使用料、関税、傷害保険料

■ 研究、調査のための費用

■ 親睦会のための費用

■ 飲食にかかる費用
■ その他上記支援内容に該当しないと判断される費用
５．実施期間
　　2012年2月以降に開始され、2013年3月末までに終了する事業。
６．支援金額

　　1団体あたり原則として100万円を上限に、約10団体程度への支援を予定。

 　 (プロジェクト運営費の「日本国内でのNGOの人材育成に関する研修事業」に関しては、申請内容により支援金額を柔軟に調整いたします。)
７．申請方法

（１）提出書類
　　　下記１～１４を各２部ずつ（オリジナル１部、コピー１部）
      　※オリジナル、コピー、それぞれまとめて提出すること
	申請書類
	指定
書式※1
	備考

	
	１　申請書表紙
	①
	①～⑤

電子データの送付も要

（2）提出方法の項参照


	
	２　団体概要
	②
	

	
	３　対象プロジェクト概要

（必要に応じてプロジェクト責任者（専門家）の
略歴書･･･No. 12、プロジェクト実施サイト地

図･･･No. 13を添付）
	③
	

	
	
	
	

	
	４　申請金額表紙
	④
	

	
	５　申請費明細書
(計算根拠の見積書添付※2)
	⑤-1
～4
	

	
	６　登記簿謄本（法人でない場合は、役員名簿／

意思決定機構構成者名簿）
	－
	(発行から３ヵ月以内・コピー可）

	
	７　定款（法人でない場合は規約等）
	－
	⑦～⑩

冊子の場合、該当部分のコピーのみ提出


	
	８　事業報告書（過去２ヵ年分）
	－
	

	
	９　収支計算書（過去２ヵ年分）
	－
	

	
	10　予算書（現行年度）
	－
	

	
	11　団体概要パンフレット等
	－
	

	
	12　プロジェクト責任者略歴書
	－
	③の添付書類

	
	13　プロジェクトサイト地図
	－
	③の添付書類

	
	14　提出書類チェックリスト
	⑥
	


※1　 指定書式はJICSホームページよりダウンロード(http://www.jics.or.jp/jigyou/ngo/index.html)
※2　原則２社以上の見積添付。見積取得が不可能な物品等はその理由と見積書に代わる金額の根拠を明記。
（２）提出方法および提出先
ア.　（１）の提出書類①～⑭を下記宛郵送　
イ.　（１）の提出書類①～⑤をe-mail送信
　　　　　　e-mailにはタイトル「平成23年度NGO支援申請書類送付」＋「貴団体名」としてお送りください。
　　　　

【提出先】
〒162-0067

東京都新宿区富久町10番5号　新宿EASTビル2階

財団法人　日本国際協力システム　総務部　総務課　NGO支援係

TEL：03-5369-7480（受付時間　10：30-12：00／14：00-17：00）　

FAX：03-5369-6961　

e-mail：shienngo@jics.or.jp
　　　《注意事項》

　　　　申請に必要な提出書類に不備がある場合は不採用となる場合もありますので、ご注意ください。ご不明な点などあれば事前にNGO支援係宛ご照会ください。

（３）申請受付期間
受付開始　：　　2011年 6月27日（月）

受付締切　：　　2011年 8月19日（金）　当日消印有効
提出書類は返却いたしません。

８．審査・選考方法
（１）審査・選考

申請書類の事前審査を行った後、当財団内「NGO支援事業審査委員会」を開催し、団体および申請内容について審査・選考を行い、支援の可否および支援金額を決定します。
　

９．審査のポイント
（１）団体要件
提出書類に基づき、組織運営体制や財務状況等から総合的に適格性を判断

（２）実施プロジェクト

ア. 支援事業の分野・期間の要件に合致していること
イ. 適切な裨益効果が期待できること
（３）支援項目

① 資機材の購入および輸送費

ア. 対象資機材およびその資機材の利用目的、購入時期が明確であり、購入費が適正かつ妥当であること。

イ. 資機材の適切な輸送手段が確保され、輸送時期が明確であり、輸送費が

　 適性かつ妥当であること。

ウ. 資機材の受入先（責任者）が明確であること。

エ. 機材の維持管理が可能であること。　
② プロジェクト運営経費

ア.資金の使用目的が明確であり、必要性が認められること。

③ 団体運営費 
   ア. 資金の使用目的が明確であり、必要性が認められること。

   イ.プロジェクト実施期間中、本部の組織運営を安定化させ、業務を円滑に行うために必要な資金の申請であること。
④ 団体基盤強化費

ア. 資金の使用目的が明確であり、必要性が認められること。
イ.本部事務局の機能強化を図り、団体の自立的発展に繋げるための明確な計画を有した上で、その計画実施に必要な資金の申請であること。

ウ.JICSの支援に依存しない運営・資金計画があること

１０．支援決定の通知および支援金支給時期
（１）支援団体決定：　2012年 1月下旬（予定）に決定通知を郵送
（２）支援金支給　：　2012年 2月上旬（予定）に指定口座へ振込　※
　　　　　　　　　　　※振込には下記11項（1）の手続きが必要となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１１．支援実施決定後の流れ
上記審査を経て、支援の実施が決定した団体（採用団体）が行う手続きは次のとおりです。詳細は採用団体へ決定通知とともに改めて案内いたします。
（1） 所定書式の提出

審査会において決定した内容に基づき、「事前申請内容の変更」および「支援金支給」に必要な書式を提出していただきます。
（2） 支援金の振込

振込に必要な所定書式を受領した月の翌月末までに、当財団より貴団体の指定口座に支援金の振り込みをします。

（3） 事業の実施

支援金受領後、実施計画に沿って事業を開始していただきます。
　　　　
１２．事業開始後の報告義務

事業の開始以降から終了、ならびに事業終了以降は、事業計画内容に合わせて以下(1)～(3)の書類を提出と（4）への参加をしていただきます。これらの書類の報告を怠った場合、支援金の返還を求める場合があります。
詳細は採用団体へ決定通知とともに改めて案内いたします。
（１）事業中間報告書の提出
事業の実施期間が8ヵ月を超える場合、その実施期間の半分が過ぎた時点で各事業の進捗状況、支援金の使途状況の報告を行うもの。
　　　　　

（２）事業完了報告書の提出
事業完了後1ヶ月以内に、以下の内容を記載し提出していただきます。

1 対象事業の実施内容、経緯。
2 事業の全体成果（数値的成果・数値的実績を含む）と効果の報告。
3 JICS支援による成果（数値的成果・数値的実績を含む）と効果の報告。
4 活動を紹介する写真（５枚以上。可能であればデータでも送付）。
　　

※JICSの支援対象が事業全体にあたる場合は③の提出は不要

（３）会計報告関連書類の提出
事業完了後1ヶ月以内に、以下の書類を提出していただきます。
1 会計報告書（支援金額の支出項目を全て明示した表を作成）

2 支払いに係る各種証憑書類

証憑書類に不備がある場合は、使途不明として、該当金額を返還していただく場合があります。
（４）活動報告・意見交換会への参加
事業実施完了後、各支援団体には活動報告・意見交換会に参加していただきます。（参加者1団体につき2名までの交通費等はJICSが負担）
他NGO団体、審査関係者およびJICS職員との相互理解を深め、以後のより良い活動を考える場として、またJICSが行うNGO支援事業の改善点を提案いただく場としています。
１３．その他

（１）情報公開

支援団体とその事業概要についてはJICSホームページで公開します。
また、支援を受けた団体は、貴団体のホームページまたは刊行物において、JICSの支援を受けたことを掲載していただきます。
　　　　　
（２）問合せ　
FAXまたはE-mailで受付します。
FAX：03-5369-6961　

e-mail：shienngo@jics.or.jp
財団法人　日本国際協力システム　総務部総務課　NGO支援係　

以上
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